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介護保険計画課・老人保健課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県、指定都市、中核市 介護保険担当課（室）御 中 
← 厚生労働省 老健局 介護保険計画課・老人保健課 

今回の内容 

厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支

給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める地域及び厚生労働大臣が定め

る地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地

域の一部を改正する告示の公布について 

計５枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  : 03-5253-1111(内線 2260、3948、3989) 

F A X  : 03-3595-4010 
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老発 0520 第２号 

令和３年５月20日 

  都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

中核市市長 

厚生労働省老健局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準 

第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域及び厚生労働大臣が定める地域第六号 

の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部を改正する告示の公布について 

 

 

厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第

六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域及び厚生労働大臣が定める地域第六号の規定

に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 204

号）については、本日別添のとおり告示され、本年６月１日から適用することとされたとこ

ろである。 

改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村（特別区

を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に

遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

特例居宅介護サービス費等の対象地域については、厚生労働大臣が定める特例居宅介

護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大

臣が定める地域（平成12年厚生省告示第53号）において、特別地域加算の対象地域に

ついては、厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域

（令和３年厚生労働省告示第74号）において規定されている。 

当該告示においては、豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第２条第１

項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第２項の規定により指定された特別豪雪地

帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和

37 年法律第 88 号）第２条第１項に規定する辺地、過疎地域自立促進特別措置法（平成

12 年法律第 15 号）第２条第１項に規定する過疎地域その他の地域のうち、サービスの

確保が著しく困難であると認められる地域であって、指定を希望する区域等を対象地域

として規定しているところ、今般、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令

和３年法律第19号。以下「法」という。）が令和３年４月１日に施行されたことに伴い、

法により新しく過疎地域とされた地域のうち、自治体が特例居宅介護サービス費等又は
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特別地域加算の対象地域としての指定を希望した区域について規定するもの。 

 

第２ 改正の内容 

○ 特例居宅介護サービス費等の対象地域に埼玉県及び熊本県の一部区域を追加する。 

○ 特別地域加算の対象地域に埼玉県、鳥取県及び熊本県の一部区域を追加する。 

 

第３ 適用期日 

令和３年６月１日 








